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子ども食堂の実施の検討にあたっての留意事項について（周知） 

 

日ごろは、本市の福祉行政に多大なるご理解、ご協力を頂きありがとうございます。 

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市立学校等の休業期間においては、

子ども食堂の開催について中止も含めて検討していただきますようお願いしたところです。 

本市の市立学校等においては、令和 2年 6月 1日から、最大限の感染症対策をした上

での授業等の再開が決定されました。 

今後、子ども食堂の開催にあたっては「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針」や「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」、新型コロナウイルスを想定し

た「新しい生活様式」の実践例などを参考に、感染症対策を適切に実施していただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 

また、子ども食堂が実施できない期間において、お弁当や食材、レトルト食品等を配布

する、いわゆる「フードパントリー」等の活動が実施されていると認識しており、地域で

困っている方に温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。一方で、気温や湿

度が高くなると、細菌による食中毒が発生しやすくなることから、食品の取扱いにはより

一層の注意が必要となります。特にお弁当の場合、調理後から食べるまでの時間が長くな

るため、その間に食中毒を起こす細菌が食品中で増殖する恐れがあります。そのため、こ

うした食品を配布する際には、別添リーフレットの内容に十分留意し、必要に応じて区の

保健センター等にご相談いただきますようお願いします。 

 

 ＜「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（ 5月 14日）から一部抜粋＞ 

 ○「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」をはじめとした基本的な感染症対策

の継続 

 ○ 5月 4日の専門家会議からの提言を踏まえ示された「新しい生活様式」を生活の中で

継続して実践していくことが求められる 

 ○マスクや必要なら目や顔を覆う防護具を装着させることで、感染のリスクを低下させ

ることができると考えられる 

 ◯飲食をする場合は、真正面の席を避ける、座席の間隔を空けること（1m、できれば 2m）

が望ましい 

 ○個室など定員が決まっているスペースについては定員人数の半分の利用とすることが

望ましい 

（裏面あり）  



 ＜「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における 

感染拡大防止のための留意点について（その 2）」（ 4月 7日）から一部抜粋＞ 

○スタッフ等（ボランティアも含む。以下同じ。）については、活動への従事前に各自で

体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には、従事を行わないことを徹底する

などし、管理者（食堂の責任者等）への報告により確実な把握が行われるように努め

ていただく必要があると考えられます。 

○スタッフ等で過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、

呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとし、なお、このような状況が解消

した場合であっても引き続き当該スタッフ等の健康状態に留意する必要があると考え

られます。 

○参加者には参加前に体温を計測してもらうなど体調について確認し、発熱が認められ

る場合や体調不良を訴えている場合には自宅での療養を促すことが重要です。 

○食材を外部から調達する場合などによる物品の受け渡し等は、玄関など限られた場所

で行うことが望ましいと考えられます。搬入事業者等が施設内に立ち入る場合につい

ては、参加者と同様に、発熱が認められる場合は立ち入りを避けて物品の受け渡しを

していただくことが望ましいと考えられます。 

◯参加者や、搬入事業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について

は、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておく

ことが望ましいと考えられます。 

 

＜参考＞ 

・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（ 5月 14日）」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0514.pdf 

 

・「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（ 5月 14日）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627553.pdf 

 

・名古屋市「食中毒予防について」 

 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-12-18-1-0-0-0-0-0.html 
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